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令和８年度青森県トライアル就農促進業務企画提案競技実施要領 

 
１ 趣旨 

令和８年度青森県トライアル就農促進業務について、企画提案競技により当業務の受

託者を選定することとし、必要な事項を定めるものである。 

 
２ 業務の内容 
（１）業 務 名  令和８年度青森県トライアル就農促進業務 

（２）仕 様 書  別添仕様書のとおり 

（３）委託期間  契約締結の日から令和９年３月 23 日（火）まで 

（４）委 託 料  6,429 千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする。 

 
３ 参加資格 
  企画提案に参加する者は、以下の要件を全て満たすこと。 

（１）国内に本店、支店又は営業所等を有する会社又は法人格を有する団体であって、適

正な経理執行体制を有している者であること。 

（２）労働者派遣事業の許可を有し、受託業務について十分な業務遂行能力を有している

者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定による、一般競争

入札に参加できない者でないこと。 

（４）青森県財務規則（昭和 39 年３月青森県規則第 10 号）第 128 条の規定による、一般

競争入札に参加できない者でないこと。 

（５）宗教活動、若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者を含

む）や政党などを推薦、支持、又は反対する目的の団体でないこと。 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第２条第２号に掲げる暴力団をいう。）又は暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員

をいう。）である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でない

こと。 

 
４ 参加申込書の提出 
（１）提出期限 

令和８年５月１日（金）17 時まで（必着） 

（２）提出方法 

県農林水産部構造政策課担当者宛てに電子メール、郵送等で提出すること。 

なお、いずれの場合も、到着確認を行うこと。 

（３）提出書類 

① 参加申込書（様式１） 

② 定款の写しや直近の事業報告書及び収支決算書等、法人概要が分かる資料 
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５ 質問事項の受付及び回答 
（１）受付期限 

令和８年４月 24 日（金）17 時まで（必着） 

（２）提出方法 

   質問書（様式２）を県農林水産部構造政策課担当者宛てに電子メール等で提出する

こと。なお、電話又は口頭での質問は受け付けないものとする。 

（３）回答方法 

   期限までに提出された質問を取りまとめて、令和８年４月 28 日（火）までに質問者

と企画提案競技参加申込者全員に電子メールで回答するほか、令和８年４月 30 日（木）

以降の企画提案競技参加申込者に対しても質問内容及び回答を通知する。 

なお、受付期限以降の質問については回答しない。 

また、質問提出者は、到着確認を行うこと。 

 

６ 企画提案書等の提出 
（１）提出期限 

   令和８年５月 12 日（火）17 時まで（必着） 

（２）提出方法 

県農林水産部構造政策課担当者宛てに郵送で提出すること。 

（３）提出書類 

① 企画提案提出書（様式３） 

② 企画提案書（任意様式） 

ア 用紙は原則Ａ４版両面仕様とする。ただし、図表等の表現の都合上、用紙を一

部変更することは差し支えないものとする。 

イ ページ番号は目次を除き通し番号とし、各ページの下部中央に印字すること。 

ウ 記載が必要な事項は以下のとおりとする。 

（ア）表紙 

（イ）目次 

（ウ）業務実施体制 

業務を担当する従事者の配置や業務内容等を記載すること。 

（エ）企画の内容 

   企画提案するに当たり、下記 a～c を明らかにした内容とすること 

   a.受入農家への派遣料金のうち手数料以外分の単価 

b.受入農家への派遣料金のうち手数料分の単価 

   c.委託料のうち派遣料金以外に係る経費（管理運営費）の使途 

（オ）実施スケジュール 

（カ）雇用就農希望者及び受入農業者の募集方法 

（キ）農林水産業への派遣実績・人数 

（ク）その他特記事項（本業務を実施する上での貴社の強み、特に重要と考えるポ

イント等） 

③ 経費見積書（任意様式） 

ア 仕様書をもとに、業務に関する経費とその内訳を明記すること。 
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  当該委託料には、派遣料金のうち手数料分について、委託料の範囲内で経費と

して含めることができる。 

  内訳は少なくとも下記２項目は入れること。 

  ・派遣料金（手数料部分）※単価、人数、期間を明記 

  ・管理運営費 

イ 金額には、消費税及び地方消費税を含むこと。 

（４）提出部数 

   ７部 

 

７ 審査方法及び評価項目 
（１）審査は、書面審査とし、審査会が評価点方式により行う。評価項目等は（別紙１）

「令和８年度青森県トライアル就農促進業務企画提案競技審査基準」のとおり。 

（２）審査員が作成した審査票の評価点を合算し、評価合計点が最も高い者を最優秀提案

者として選定する。また、最高点の者が複数いる場合は、審査委員の合議により決す

るものとする。 

（３）参加者が１者のみの場合でも審査を行い、提案内容について契約の目的を達成でき

ると判断できるときは、審査委員の合議の上、当該者を最優秀提案者として選定する。 

（４）審査の結果については、全ての参加者に電子メールで通知する。 

（５）審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じない。 
 
８ スケジュール 

令和８年４月17日（金） 公募開始 

４月24日（金） 質問受付期限 

４月28日（火） 質問に対する回答 

５月１日（金） 参加申込書提出期限 

５月12日（火） 企画提案書提出期限 

５月13日（水）～５月19日（火） 企画提案競技審査（書面審査） 

５月20日（水） 審査結果通知 

審査結果通知以降 委託候補先との打合せ、契約締結 
 
９ その他留意事項 
（１） 本企画提案競技に関連して、参加者から提出されたすべての書類や資料の所有権は、

県にあるものとし、返却しない。 

（２）提出期限までに企画提案書が届かなかった場合は、いかなる理由をもっても企画提

案競技に参加できない。 

（３）企画提案書の差替え及び再提出、記載内容の変更は原則として認めない。 

（４）提案数は、１提案者につき１提案に限る。複数の提案はできない。 

（５）参加に要する経費は、すべて各参加者の負担とする。 

（６）提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することが

ある。 
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（７）契約後に提出書類に虚偽の記載があったことが判明した場合、また、参加資格を有

していないことが判明した場合は、契約を解除する。 

（８）企画提案書の審査は、提出された内容に基づき行うが、受託者決定後、提案内容に

ついて両者協議の上、変更することがある。また、委託金額について、受託者決定後、

見積もり合わせにより別途決定する。 
 
10 問合せ先・参加申込書等提出先 
  青森県農林水産部構造政策課担い手育成グループ 主幹 根城 貴乃 

〒030-8570 青森市長島 1-1-1 青森県庁北棟５階 

tel：017-734-9463 fax：017-734-8136 mail：ninaiteikusei@pref.aomori.lg.jp
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（別紙１） 
 

令和８年度青森県トライアル就農促進業務企画提案競技審査基準 
 
１ 審査・選定方法 
（１）審査は書類審査により行う。 

（２）審査員は、農業関係機関・団体の担当者等の中から、県が別に定める。 

（３）審査項目・配点は別表のとおりとする。 

（４）各審査員の評価点の合算が最高点の参加者を最優秀提案者として選定する。

また、最高点の者が複数いる場合は、審査委員の合議により決するものとす

る。 

（５）参加者が１者のみの場合でも審査を行い、提案内容について契約の目的を達

成できると判断できるときは、審査員の合議の上、当該者を最優秀提案者とし

て選定する。 

 

２ 配点基準及び採点 
（１）審査員は下記に示す審査項目ごとに評価点をつける。 

（２）評価点は 50 点満点として、個別の配点基準は別表のとおりとする。 

別表（審査項目・採点視点・配点） 

№ 審査項目 採点視点 配点 

１ 
実施体制及び事業実施のスケ
ジュールについて 

無理のない実施体制及びスケジュール
となっているか 

１０ 

２ 
トライアル就農促進業務の内
容について 

スムーズなマッチングに向けた効果的
な内容になっているか 

１０ 

３ 
雇用就農希望者及び受入農業
者の募集方法について 

より多くの雇用就農希望者及び受入農
業者を募集できる内容になっているか 

１０ 

４ 
農林水産業への派遣実績につ
いて 

効率的な運営を行う上で、充分な知見・
経験を有しているか 

１０ 

５ 経費積算の妥当性について 積算内容に不備、不適切なものはないか １０ 

合  計 ５０ 

 
 


